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調剤をしていて疑問に思ったこと，

て 古 医師または患者さんに聞かれて濁ったこと，
ノE、 -

日霊童.IJ師詮

調剤報酬明細書の記載事項について質

問があります。外用薬を調剤した場合，

処 方欄 には 必ず使用部位を記載しなければならな

い のでしょうか。処方せんに使用部位が記載 さ れ

ている場合は良いのですが，ケースによっては記

載されていない場合もあることから，どのよ う に

解釈すべきか悩んでいます。(匿名希望)

外用薬の場合，基本的には使用部位まで記

載することが求められると思いますが，処

方せんに使用部位が明記 されていないという理由は別と

して，必ずしも使用部位を記載していないという理由だ

けで記載不備と判断することはできないj易合があると考

えます。

関係通知において，処方せんの「処方」欄については，

①投薬すべき医薬品名，②分量，③用法，④用量を記載

(表1)，調斉IJ報酬明細書(調斉IJレセプト)の「処方」欄に

ついては， ① 鯛剤した医薬品名， ① 用量， ①斉iJ型， 。用

法を記載することとされています(表2)。 このうち，外

用薬の用法については，処方せんおよぴ調剤レセプトと

もに，使用部{立を記載することについて明確にされてい

るわけではありませんが，処方内容をより明らかにする

という意味でも，調剤レセプトでは使用部位まで記載す

ることが求められることが多いようです。

/T'¥ 医師に疑義照会して対応したが

' いま一つ納得できないこと，ありませんか?

皆さんの疑問に各分野の専門家がお答えいたします。

どしどし質問してください。

「質問の募集」要項は45頁にあります。

なお，回答は本誌に掲載することによってのみ行います。

電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。

また，特殊なケースの質問は

採用されないこともありますので予めご了承ください。

表 1 処方せんの記載上の注意事項

7. I処方j欄について

投薬すべき医薬1711名，分1ft.nm、及び!111ftを記載し 余白がある湯

合にはー斜線、等により余白である旨を表示すること。

(t) 医薬I71 名は， IJít l!iJ として楽仰i~よ準に収i賊されている名称を記i依
することとするが、 F 般名による 1自!在でも髭し支えないこと.

なお， 当核|芸薬品が，采!fillUj~ヰíU二， 2以」二の規約単位がある場介

には守 当該J;)l絡Ji'f立をも記載すること。
また，保険医療機関と保険~車問 との II\Jで約束されたいわゆる約

束処Jjによる医薬品名の省時。 Ii己号等による記械は認められない
ものであること。

(2) 分以は，内服薬については 113分!;i.内1111川消剤。 注射薬及び

外!干IN!については役与総長，屯11I1Wiについては1ml分訟を記載す
ること a

(3) )IJ法及びIlIJitは.1 IT:i1当たりの1II1I干I(f'1!Hn m， 1日当たりflIlljl
(f'1!nJ) lilI数及び1Ir11l1(f9!flJ) 11寺点(毎食後，1ij食tIIi守就%前， j客痛

H寺町 oon祁H1'証等)， f世与口数(ji}1数)並びに月間l(使用)にi探して
の111ijな事項等を記服すること.

(4) <略>

(19761f二8)J7日保険発第82号，厚畳省保険局医療課長通知より)

表2 調剤報酬明細書の記載要領

(23) I処方j欄について

ア 所定単位(内服薬(浸Jif{薬 i易薬及びー包化薬を除く .以下同じ。)

及びー包化薬にあっては1剤1日分，内IJI<Hli前剤.屯!仮:集。浸nrt
薬， i易薬，注射薬及び外肝F築にあっては1調剤分)ごとに調剤し

た医薬品名。 mm(処方せんにおいて1日HjJ互による記}械でない

ものにあっては1回Illtl:及び1調剤分の投薬全泣)，剤型汲び別法

を記載し ，次の行との!日lを線で[J<:切ること B

<以下。略>

(1976年8}i7 I:J保険発第82-}j-， 厚生省保険局医療課長通知lより)
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しかし，処方内容によっては，具体的な記載がなくて

も使用部位が明らかに特定できるケースや，それとは逆

に使用部位が広範囲にわたるため，具体的に記載するこ

とが困難なケースもあることから， 調剤レセプトの場合，

使用部位が記載されていないという理由だけで，必ずし

も記載不備で、あるとは判断できない場合があると考えら

れます。「処方せんに使用部位が記載されていないから」

という理由だけでは認められないと思いますが， レセプ

トへの記載方法を工夫するなど，ケースに応じた適切な

判断が求められます。

なお，処方せんに使用部位についての事項が記載され

ていなかった場合には，処方医への疑義照会だけでなく，

過去の薬歴や患者との会話のやり取りの中から把握する

ことができるケースも十分あると考えられます。処方せ

んに使用部位が記載されていないからといって，必ずし

も保険請求上の支障を来すというものではありませんの

で，誤jlj平しないよう注意してくださいロ

調剤料の加算について質問があります。

同一薬局で内服薬を分割調剤した場合，

2回目以降の調剤料は前回分までの点数を差し引き

ま す が ， 自 家 製 剤 加 算 や 計 量 混 合 調 剤 加 算 につい

ては，どのように解釈すべきでしょうか。初回の

分割調剤時しか算定できないのでしょうか， ぞれ

とも，その都度算定することができるのでしょう

か。(匿名希望)

同ーの保険薬局において内服薬を分割調剤

した場合， 2回目以降の調斉IJ料は，前回まで

に調剤した日数分の点数を考慮して差し引かなければな

りません。しかし，自家製剤加算や計量混合調斉IJ加算な

どはその都度手聞が生じるものであることから，分割調

斉IJの何回目であるかに関係なく，その者11度算定すること

ができます。

ただし，後発医薬品調斉lυ~nt~[については，自家製剤加

算:ゃ計畳一混合調剤加算と同じく調斉IJ技術料の加算として

区分されていますが，その位置付けや自的が異なること

から，分割調剤時の初回のみ算定で、きるものとして解釈

すべきでしょう 。
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